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１ 全国との比較 

★ 交通事故死者上位都道府県 ★ 人口１０万人当たり 

順位 都道府県 死 者数 前 年 比  順位 都道府県 死 者 数 ※人口 

R2/7/1 現在 

 
１ 大 阪 １０２ ＋１６ １ 徳 島 ３．４６ 
２ 神奈川 ９７ － ６ ２ 高 知 ３．１８ 
３ 東 京 ９１ － ７  １８ 茨 城 １．９６ 
４ 埼 玉 ８４ ＋ ４  全 国 平 均 １．４５ 
５ 千 葉 ８３ － ９  ★ 自動車１万台当たり 
５  北海道 ８３ －２１  順位 都道府県 死 者 数 ※自動車台数 

R2/12/31 現在 

 
７  兵 庫 ７７ ＋１０  １ 徳 島 ０．４０ 

８ 福 岡 ７６ ＋１２  ２ 高 知 ０．３９ 
８ 愛 知 ７６ －３８  ２９ 茨 城 ０．２１ 

１１ 茨 城 ５６ ＋ ２  全 国 平 均 ０． ２２ 
※ 全国の死者数 １,８２９人 対前年比 －１５９人(－８.０％) 

 

２ 県内の交通死亡事故の主な特徴【発生件数 55 件、死者数 56 人】 
市 町 村 古河市が６人で最多、次いで神栖市が５人 

地 域 県南が19人で最多、次いで県西が13人、県北、鹿行、県央が各８人 

原 因 脇見漫然が13件で最多、次いで運転操作不適が８件 

飲 酒 運 転 発生件数６件(前年比＋６件)、死者数６人(前年比＋６人) 

事 故 類 型 
人対車両が24人で最多、次いで車両相互が19人、車両単独が13人 
小類型では、人対車両－横断中が 12 人で最多 

昼 夜 昼間(33人 前年比＋８人 構成率58.9%)、夜間(23人 前年比－６人 構成率41.1%) 

時 間 帯 18～20時が９人で最多、次いで14～16時が７人 

死 者 年齢 層 
高齢者33人(構成率58.9%) ※ ｢高齢者｣は65歳以上  
80歳以上23人(構成率41.1%)、70歳代が10人(構成率17.9%) 

シートベルト 四輪車乗車中の死者22人中、11人がシートベルト非着用 

そ の 他 
９月中の死亡事故(７件 死者７人)の特徴 
・飲酒運転による死亡事故が２件 
・青少年が死亡した事故が２件 

更に詳細な内容を知りたい方は、県警ホームページまで  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

～ 令 和 ３ 年 ９ 月 末 の 交 通 死 亡 事 故 ～ 

○ 飲酒運転は死亡事故に直結する悪質･重大な犯罪行為です。 

○ 飲酒運転をすると、重い罰則（懲役又は罰金）と行政処分（免許

取消等）を受けることになる他、勤務先の解雇、生活破綻、家庭崩

壊等の様々な代償を支払うこととなります。 

○ 飲酒運転者だけでなく、「飲酒している者へ車を提供した者」、

「車を運転する者へ酒類を提供した者」、「飲酒運転の車に同乗した

者」についても処罰の対象となります。 



 

 時速６０ｋｍで⾛⾏した場
合の停⽌距離は約４０ｍ(※)
で、歩⾏者がライトに照らさ
れてからでは、事故回避が困
難となります。 

※警察庁資料より 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

令 和 ３ 年 １ ０ 月 
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   ライト切り替えによる交通事故防止（令和３年９月末） 

夜間、四輪車が歩行者をはねる交通死亡事故(令和３年９月末・13 件 13 人) 

 

１０月中のライト点灯目安時間は？ 

 

反射材なし 反射材あり 

※対向車等がいるときは、下向きに切り替えましょう。 

 

夜間

昼夜別

対人事故

24件中

夜 間 1 3 件 中

ライト下向き13件中

車両から見た歩行者の状態

昼間

11件 46%

右から横断

6件

46%

左から

横断

2件 15%

上向きなら

回避可能

8 件 62%

その他

3件 23%

上向きでも

回避不可

5件 38% 下向き

夜 間 時 間 帯 死 亡 件 数

　０～　２

　２～　４

　４～　６ １ 

　６～　８

 

１６～１８ １ 

１８～２０ ７ 

２０～２２ ３ 

２２～２４ １ 

合 計 １３ 

通行中

2件 15%

ライト下向き

13件 100%

(92.3%)

(7.7%)

夜 間 歩 行 中 死 者
13 人 の 内 訳
高齢者12人

他の年齢1人

夜間 13件

54%


